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産業建設常任委員会委員長報告 
             （令和２年１２月２４日） 

 
産業建設常任委員会に付託されました議案について、審査の経過

概要とその結果を報告いたします。 

まず、第１号議案、令和２年度亀岡市一般会計補正予算（第６号）

の本委員会所管分でありますが、その主な内容は、 

・農林水産業費では、亀岡牛のブランド推進に取り組み、安全で安

定した供給を維持するため、食肉センターの施設整備に要する、

畜産振興関係経費の増額補正。 

・商工費では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、地域経済

への影響が長期化しているため、地域経済の活性化策として、市

内対象店舗でのキャッシュレス決済利用者に対し、利用額に応じ

たポイント還元事業の実施に伴う、商工業振興対策経費の増額補

正。 

・土木費では、災害時の避難経路や通学路における安全対策など、

市道の改良や維持に要する、道路維持経費及び土地区画 整理関連

事業費の増額補正。 

・災害復旧費では、令和２年７月の豪雨災害で、被害を受けた農業

用及び林業用施設における復旧事業費の増額補正。 

・また、公の施設の管理に係る、指定管理者の指定について、 

債務負担行為を設定するものであります。 
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採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しまし

た。 

なお、商工業振興対策経費に係る、「キャッシュレス・ポイント

還元キャンペーン」の実施に当たっては、多くの市民に参加して

いただくような仕組みをしっかりと作ってほしいとの意見があり

ました。 

 

 次に、第６号議案、令和２年度亀岡市水道事業会計 補正予算（第

２号）及び、第７号議案、令和２年度亀岡市下水道事業会計 補正予

算（第１号）は、職員の給与に関する条例の改正及び、人事異動な

どによる職員人件費等の精算見込みに伴い、減額補正するとともに、

水質検査業務等の経費及び、年谷浄化センターの汚泥運搬等の経費

について、債務負担行為を設定するものであります。別段異論なく、

採決の結果は全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 

次に、第１５号議案、亀岡市林業センター条例を廃止する条例の

制定は、林業センターを、令和３年３月３１日をもって廃止するこ

とに伴い、条例を廃止するものであり、別段異論なく、採決の結果

は全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 
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次に、第１６号議案、亀岡市水道用水 供給事業 給水条例の制定

は、南丹市への水道用水の供給に関し、料金その他、必要な事項を

定めようとするものであり、別段異論なく、採決の結果は全員をも

って原案可決すべきものと決定しました。 

 

 

次に、第２５号議案、亀岡市土づくりセンターに係る指定管理

者の指定、第２６号議案、亀岡市農業公園に係る指定管理者の指

定、第２７号議案、亀岡市食肉センターに係る指定管理者の指定、

及び、第２８号議案、亀岡市都市公園（３３箇所）に係る指定管

理者の指定は、いずれも、それぞれの公の施設の管理に関して、

指定管理者を指定しようとするものであり、別段異論なく、採決

の結果は全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 

 

次に、第２９号議案、財産の無償譲渡は、林業センターについて、

林業振興の拠点施設として、亀岡市森林組合に無償譲渡しようとす

るものであり、別段異論なく、採決の結果は全員をもって原案可決

すべきものと決定しました。 
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次に、第３０号議案、土地改良事業（災害復旧事業）の施行は、

令和２年７月豪雨により、被害を受けた農業用施設の災害復旧事業

を実施しようとするものであり、別段異論なく、採決の結果は全員

をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 

次に、第３１号議案、町の区域及び名称の変更（薭田野町・亀岡

中部地区 佐伯換地区）は、国営緊急農地再編整備事業に伴い、亀岡

中部地区 佐伯換地区において、薭田野町の一部の区域及び名称を変

更しようとするものであり、別段異論なく、採決の結果は全員をも

って原案可決すべきものと決定しました。 

 

次に、第３２号議案、町の区域の設定並びに町の区域及び名称の

変更（大井町及び薭田野町）は、土地区画整理事業の施行に伴い、

大井町の一部の区域について、町名を大井町並河四丁目とし、大井

町及び薭田野町の一部の区域について、町名を大井町並河五丁目及

び六丁目とすること、並びに大井町の一部の区域及び名称を変更し

ようとするものであり、別段異論なく、採決の結果は全員をもって

原案可決すべきものと決定しました。 

 

以上、簡単ではありますが本委員会の報告といたします。 
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